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感染拡大による働き方と意識の変化～日本生産性本部の調査結果 

 

 新型コロナウイルス感染症は、組織で働く人の意識にどんな変化をもたらしているのか。日本生産性本部が、

政府による緊急事態宣言の発出から約 1 か月後の５月 11 日～13 日に 20 歳以上の日本の雇用者（就業者から自

営業者、家族従業者等を除く）1,100 名を対象にインターネットを通じて行った第１回の調査結果を公表しまし

た。 

◆労働時間・業務時間の変化、業種別・労働時間の変化 

労働時間・業務量・余暇時間とも「特に増減は無い」が４割以上。労働時間は 43.2％、業務量は 37.6％が「減少

した」と回答した一方、余暇時間は 42.8％が「増加した」と回答しました。また、労働時間の増減は業種による

差が大きく、特に宿泊業では 100％、飲食サービス業では 89.2％で「減少した」と答えました。 

◆勤め先の業績、今後の自分自身の雇用・収入への不安、勤め先への信頼感 

勤め先の業績（65.3％）、今後の自分自身の雇用（47.7％）、今後の収入（61.8％）と、いずれも「不安」を感じて

いる人が多いという結果です。今後の雇用への不安感は業種による差が大きく、宿泊業（85.7％）、飲食サービス

業（75.7％）、医療・福祉（65.0％）、生活関連サービス業（63.0％）で「不安」の割合が多くなっています。 

 一方、勤め先による健康への配慮は、雇用形態や性別等の属性に関わらず 68.7％が肯定的で、信頼の程度は、

性別・雇用形態等の属性に関係なく「信頼している」「まずまず信頼している」が約７割、「あまり信頼していな

い」「信頼していない」が約３割でした。 

◆新型コロナウイルス感染症による働き方の変化 

働き方については、「特に変化はない」が 40.7％で最多、「多少変わった」が 35.0％、「大きく変わった」が 24.3％

でした。職種別に見ると、「専門的・技術的な仕事」「管理的な仕事」で３割以上が「大きく変わった」一方、「生

産工程の仕事」「輸送・機械運転の仕事」「建設・採掘の仕事」「運搬・清掃・包装等の仕事」では６～７割が「特

に変化はない」としています。 

また、柔軟な働き方の施策については、「特にない」が 46.3％で最多。「自宅での勤務」29.0％、「時差出勤」16.3％、

「短時間勤務」15.4%で、柔軟な働き方が一般化したとまでは言えない状況です。ただ、直近１週間の出勤日（営

業日ベース）については、「１～２日」が 37.3％で最多、「０日」32.1％、「３～４日」21.1％、「５日以上」9.5％

で、２日以下の出勤が約７割を占めました。 

テレワーク実施における課題については、「職場に行かないと閲覧できない資料・データのネット上での共有化」

48.8％が最多で、以下「Wi-Fi など、通信環境の整備」45.1％、「部屋、机、椅子、照明など物理的環境の整備」

43.9％などが続きました。「特に課題は感じていない」は 8.4％にとどまり、多くの人が現状に不都合を感じてい

ることが分かります。 

 一方で、新型コロナウイルス収束後もテレワークを継続したいかについては、「そう思う」24.3％、「どちらか

と言えばそう思う」38.4％と、６割強が肯定的でした。 

 ある程度予想された結果も多いといえますが、これらの具体的な数字も踏まえ、企業としては、今後予測され

る新型コロナウイルスの第２波・第３波への備えはもちろん、多様な働き方を取り入れながら生産性を高められ

るよう、社内インフラの整備や社員教育、制度改革が求められることになりそうです。 

【日本生産性本部「新型コロナウイルスの感染拡大が働く人の意識に及ぼす調査」結果 PDF】 

https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/5f4748ac202c5f1d5086b0a8c85dec2b.pdf
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個人向け新型コロナ対応休業支援金、雇用調整助成金の上限額引上げはど

うなる？ 

 

◆雇用環境悪化に対するさらなる支援措置 

 ６月８日、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に

関する法律案」が国会に提出されました。 

 この法案には個人向け新型コロナ対応休業支援金や雇用調整助成金の上限額引上げ等が盛り

込まれており、会期末（17 日）までの成立を目指しています。 

 

◆個人向け新型コロナ対応休業支援金とは？ 

雇用調整助成金が活用できない企業の労働者を対象に、休業実績に応じて賃金の８割を支給

（上限月額 33 万円）するものです。企業に雇用されている人であれば、雇用保険の被保険者で

なくても支給されます。 

この支援金について、政府が企業の休業手当支払義務を肩代わりするものではないと、厚生

労働省の審議会で示されています。また、田村憲久元厚生労働大臣は、支給に際して企業に休

業手当を支給していないことがわかる書面を発行させること、また、受給した労働者を雇用す

る企業に対して休業手当不支給につき指導等を行う可能性があることを、出演した民放番組で

発言しています（6 月 9 日放送「報道 1930」BS-TBS）。 

 

◆雇用調整助成金の上限額引上げ 

上限額の１万 5,000 円への引上げについて、厚生労働省の審議会では、すでに支給決定して

いる部分についても、４月１日に遡って差額が支給されると、示されています。 

また、これまでの上限額（8,330 円）で労使協定が締結済みである場合、締結し直す必要はな

く、変更して、休業手当率が引き上げられる人について引き上げたもので申請すれば、引き上

げたもので支給決定されると、示されています。 

さらに、生産指標について、売上への影響が１年後や特例期間を超えたときなど遅れて出る

業種について、直近の売上に影響する取引に関する指標で評価することも可能で、相談により

対応可能な部分があり得ると、示されています。 

 

◆求められているのは「雇用維持」 

 コロナ問題で深刻な影響が生じていますが、企業が政府の支援措置を活用せずに労働者の解

雇等を行い、有効性が争われた場合、無効となる可能性が高いといわれています。 

 雇用維持が困難な状況で負担を抑える手段は、解雇に限られませんが、労使関係を悪化させ

てしまうと、その手段を講じるチャンスを失いかねません。 

 まずはどのような手段を講じ得るのか、専門家に相談したうえで実施しましょう。 
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ひとり親控除、寡婦（夫）控除の見直しは令和２年分の年末調整から 

 

令和２年度税制改正により、未婚のひとり親と、婚姻歴のあるひとり親との間にある税制上の

格差が解消され、また、寡婦（夫）控除における男女差が見直されました。ひとり親であれば、

未婚・離婚・死別、性別にかかわらず、「ひとり親控除」が適用されます。 

この改正は、令和２年分以後の年末調整および確定申告において適用されます。また、月々の

源泉徴収においては、令和３年１月１日以後に支払うべき給与等および公的年金等について適用

されます。個人住民税については、令和３年度分以後について適用されます。 

◆改正の概要 

① 未婚のひとり親に対する税制上の措置 

イ 居住者がひとり親（現に婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない一定の者

のうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。）である場合には、ひとり親控除として、その

者のその年分の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から 35 万円（住民税は 30 万

円）を控除することとされました。 

ａ その者と生計を一にする一定の子を有すること。 

ｂ 合計所得金額が 500 万円以下であること。 

ｃ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないこと。 

ロ 上記イのひとり親控除は、給与等および公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとさ

れました。 

② 寡婦（夫）控除の見直し 

寡婦の要件について次の見直しを行った上で、寡婦（夫）控除をひとり親に該当しない寡婦に

係る寡婦控除に改組することとされました（控除額は所得税 27 万円、住民税 26 万円）。 

イ 扶養親族を有する寡婦についても、上記①イｂの要件が追加されました。 

ロ 上記①イｃの要件が追加されました。 

また、寡婦控除の特例（いわゆる「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特別加算）を廃

止することとされました。 

◆改正後の「寡婦」 

「寡婦」とは、次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいいます。 

① 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの 

イ 扶養親族を有すること。 

ロ 合計所得金額が 500 万円以下であること。 

ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと 

② 夫と死別した後婚姻をしていない者または夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲

げる要件を満たすもの 

イ 合計所得金額が 500 万円以下であること。 

ロ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。 
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中小企業の働き方改革関連法の認知度・準備状況は？ 

～日本・東京商工会議所調査 

 

◆中小企業への適用が次々に始まる働き方改革関連法の施策 

働き方改革関連法の施策の中で、今年の４月からは、「時間外労働の上限規制」の中小企業へ

の適用が始まりました。今年は新型コロナウイルスの影響により、様々な法改正情報を目や耳に

する機会が減ってしまった印象ですが、働き方改革の大きなテーマの１つである「同一労働同一

賃金」も来年の４月から適用が始まりますので、今から準備が必要になります。 

 

◆「時間外労働の上限規制」は施行前でも認知が不十分 

日本・東京商工会議所が実施した「人手不足の状況、働き方改革関連法への対応に関する調査」

（調査期間：2020年２月３日～３月６日、回答企業数：全国の中小企業 2,838社（回答率：68.8％））

によると、「時間外労働の上限規制」の名称・内容について、認知が十分でない企業の割合は 16.2％

となっています。また、施行時期を「知らない」とした割合は、従業員規模 50 人以下の企業で

19.9％と、約２割にも上っており、施行直前の時期においても、まだ認知度自体が十分ではない

という実態がわかる結果となっています。 

 

◆来年４月から中小企業にも適用される「同一労働同一賃金」 

来年４月から中小企業にも適用される「同一労働同一賃金」ですが、本調査によると、まだ

25.7％の企業が、認知が十分ではないと回答しています。従業員規模 50人以下の企業では、32.9％

が施行時期を「知らない」と回答しており、内容だけでなく施行時期の周知も求められるところ

です。 

また、「対象になりそうな非正規社員がいる」との回答は 23.4％でしたが、そのうち「対応の

目途がついている企業」の割合は 46.7％にとどまっています。中小企業への施行まで１年を切る

中、 まだ半数の企業は対応ができていないことがわかります。 

 

◆なるべく早めの検討・取組みを 

本調査によれば、「同一労働同一賃金」について講じた対応策や対応予定の方策としては、「非

正規社員の給与等の処遇改善」（47.5％）、「賃金・人事制度の構築・見直し」（36.4％）、「正

規／非正規の業務内容・配置の見直し」（35.8％）、「非正規社員の正社員化」（27.1％）が挙

がっています。どのような対応をとるにせよ、ある程度の準備期間が必要になりますので、未対

応の企業は、早めの検討・取組みが必要になります。 

【日本・東京商工会議所「人手不足の状況、働き方改革関連法への対応に関する調査」】 

https://www.jcci.or.jp/download/2020_hitodebusoku.pdf） 
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テレワークの流れを止めない ―今後企業が重視すること 

 

◆流れを読めていますか？ 

職種柄、どうしても実際に職場に出てくることが必要な仕事というものもありますが、テレワ

ークやウェブ環境を通じた働き方は、今後もより一層浸透していくことでしょう。 

しかし、今回のコロナ禍を機にテレワークを導入し始めた企業では、緊急事態宣言の解除とと

もに、何となく（あるいはそそくさと）旧来の働き方に戻ろうとの空気が漂い始めているのでは

ないでしょうか。 

そのような新しい流れに対応できない企業は、人材採用の面でも「テレワークすらとり組めて

いない企業なんて……」と、就職先の候補から外されてしまうことも起こるはずです。 

 

◆テレワークのメリット？ 

テレワークに、会社に対する直接的なメリットを求める企業もあるようですが、それは少し認

識がずれている可能性があります。 

人生 100年時代、70歳までの雇用確保等に向けて世の中が動き始めています。年齢・性別にか

かわりなく活躍してもらわなければ企業が生き残っていけない時代に、すでに差しかかっていま

す。（独）労働政策研究・研修機構が行った「人生 100年時代のキャリア形成と雇用管理の課題

に関する調査」を見ても、日本企業の雇用管理と長期勤続化の課題として、働きやすい職場の実

現に対する配慮を重視されています。 

つまり、「ワーク・ライフ・バランスの向上」、「育児・介護や病気治療と仕事の両立」、「社

員のストレスの削減」等が重視される時代なのです。 

いろいろな社員が活躍できるようにすることが、回りまわって企業のメリットとなるのです。

今後の社会において、社員の働きがいを考えられない企業は生き残れるでしょうか？ 

また、ＢＣＰ対策や企業イメージの向上につながるテレワークは、会社として重要なメリット

であるはずです。 

 

◆試行錯誤してこそ 

現在、多くの企業が試行錯誤しながらテレワークの活用を模索しているところです。労働時間

や業績の管理、評価方法、通勤手当の見直し、在宅勤務手当の検討、ツールの使い方といった試

行錯誤を経験してこそ、仕事の効率化・スキルの向上や新しい事業の創造につながるのですから、

そこに背を向けることは企業の自殺行為に等しいことでしょう。 

何事につけ、「どうしたらうまく活用できるか」を自律的に考えられる場や雰囲気を社内に作

り出すことが、企業には求められているでしょう。 

【労働政策研究・研修機構「人生 100年時代のキャリア形成と雇用管理の課題に関する調査」PDF】 

https://www.jil.go.jp/press/documents/20200529.pdf 
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逆境も困難も乗り越える！ 

いま注目の「レジリエンス」 

 

◆逆境や困難を乗り越える力 

「レジリエンス」をご存じですか？ これは逆境や困難を乗り越える力を表す概念で、メンタ

ルヘルスの分野では「逆境でも折れない、しなやかな心の強さ」といった意味合いで使われます。 

その定義は人・団体によりさまざまですが、アメリカ心理学会では、「逆境、心的外傷、悲劇、

脅威、あるいは家族や人間関係問題、深刻な健康問題などから派生したストレスに直面したとき

に、それにうまく適応するプロセス」であるとしています。 

 

◆ビジネス分野での関心の高まり 

経済環境がめまぐるしく変化し、企業間の競争も激化している中、逆境や困難にあっても高い

パフォーマンスを発揮することのできる人材が強く求められるようになってきています。また、

メンタルヘルス不調による休職等の問題に対応するため、不調を事前に防ぐ一次予防として個人

のメンタルタフネスを高める重要性が指摘されているところです。 

こうした状況を背景に、近年、レジリエンスへの関心・注目度が高まっており、レジリエンス

を習得するための研修を実施する企業も増えてきました。 

 

◆新型コロナ対応としてのレジリエンスにも注目 

レジリエンスが高い人物はさまざまな場面で活躍することが期待できます。具体的には、レジ

リエンスを高めることで、柔軟な思考や試練に負けないたくましさが身につき、仕事でのトラブ

ルやミス、責任の大きな局面にも適切な対応が可能になるとされています。特に現在は、新型コ

ロナ・在宅勤務のストレス対応としてのレジリエンスに注目が集まっています。 

アメリカ心理学会は、レジリエンスについて、「人が持っている・持っていないなどの適性で

はなく、困難な経験からの回復を意味する行動や思考、行為が含まれ、誰でもが学習し発達させ

ることができる」ものであるとしています。誰でも後天的に習得することができるものですから、

社員の能力開発の一環として取り入れてみてはいかがでしょうか。 
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年金制度改正法が成立しました！ 

 

年金制度改正法（年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が５月 29 日、第 201 回

通常国会において成立しました。この改正は、人手不足の進行や健康寿命の延伸、高齢者や女性の就業促進とい

った今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることを目的として

います。 

主な改正内容を紹介いたします。 

 

◆被用者保険の適用拡大（2022 年 10 月～） 

短時間労働者（週の労働時間が通常の労働者の 3/4 以上）を厚生年金保険、健康保険の被用者保険の適用対象

とすべき事業所の企業規模要件が段階的に引き下げられます（現在は 500 人超→2022 年 10 月 100 人超→2024 年

10 月 50 人超）。 

 

◆在職中の年金受給の在り方の見直し（2022 年４月施行） 

① 在職中の老齢厚生年金受給者 65 歳以上の方については、在職中であっても年金額の改定を毎年定時に行う

ようになります。現状、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時（退職時・70 歳

到達時）に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定していますが、退職を

待たずに早期に年金額に反映します。 

② 60 歳から 64 歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が

開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の 28 万円から 47 万円に引き上げます。 

 

◆受給開始時期の選択肢の拡大（2022 年４月施行） 

現在、60 歳から 70 歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60 歳から 75歳の間に拡大します。 

 

◆確定拠出年金の加入可能要件の見直し等（2022 年４月施行） 

① 確定拠出年金（ＤＣ）の加入可能年齢の引上げ 

・企業型ＤＣ：現行 65 歳未満→厚生年金被保険者（70 歳未満）に改正 

・個人型ＤＣ（iDeCo）：現行、国民年金被保険者の資格を有し、かつ 60 歳未満→国民年金被保険者に改正 

② 確定拠出年金（ＤＣ）の受給開始時期の選択肢の拡大 

現行は 60 歳から 70 歳の間で各個人において受給開始時期を選択できますが、公的年金の受給開始時期の選択

肢の拡大に合わせて、上限年齢を 75 歳に引き上げます。 

 

◆その他の改正 

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え（2022 年４月）、未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年

金保険料の申請全額免除基準等に追加（2021 年４月）、短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数

を３年から５年に引上げ（2021 年４月）などが予定されています。 

 


